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1..監督指針ので着眼点(部門別損益)

【部門別・場所別損益の分析】
事業別、支所・支店別、主要施設別等組合の損益管理単位で赤字原因を把握及び分析し、改善に
取り組むべき内容を踏まえたものとなっていること

【赤字事業の改善】
他の事業の利益で赤字を常態的に補塡している事業について赤字原因等を明らかにした上で、組
合全体の事業の方針に基づくコストとされている金額を除き、当該赤字額を事業の効率的運営等
により段階的に縮減するものとなっていること

【理事会での検討】
理事会（経営管理委員会設置組合にあっては経営管理委員会）は、経営陣による上記の取組みに
対して、実効的な規律付けを行うべく、ガバナンスを発揮しているか【金融指針】

【実現性ある計画】
経営陣は、的確な現状分析に基づき、時間軸を適切に意識し、実現可能性のある経営戦略・計画
を策定・実行しているか【金融指針】

部門別損益の分析
⇒過年度部門損益の分析
(ﾀｲﾑｼﾘｰｽﾞ、ｸﾛｽｾｸｼｮﾝの
分析)

理事会での検討

計画の実現可能性

赤字部門の改善計画
⇒特に生活関係事業、
赤字の多額な部門
(営農指導等を除く)
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2.部門別損益の集計
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3.部門への直課と配賦
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5.部門損益シート(年次別)
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5.部門損益シート(部門別)
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5.クロスセクション分析と時系列分析


